
平
成
二
十
年
六
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

四

六

九

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
六
九
号

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
い
わ
ゆ
る
「
北
方
領
土
不
要
論
」
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
い
わ
ゆ
る
「
北
方
領
土
不
要
論
」
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
発
言
は
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
国
会
議
員
の
個
々
の
発
言

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
一
五
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
並
び
に
三
か
ら
六
ま
で

に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
職
員
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
一
五
号
）
三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

六
、
七
及
び
九
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
報
告
書
は
、
外
務
省
の
所
定
の
手
続
に
従
い
、
秘
密
指
定
が
解
除
さ
れ
、
平
成
十
四
年
三
月
六
日
に
上
田
清
司

衆
議
院
議
員
（
当
時
）
に
提
供
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
文
書
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

一
般
に
、
文
書
に
係
る
主
管
の
管
理
者
等
が
秘
密
指
定
の
解
除
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
場
合
に
、
秘
密
指
定
の
解

除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
解
除
の
判
断
は
、
個
別
具
体
的
な
事
情
を
踏
ま
え
て
行
う
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


